
競技注意事項 
 

1．  競 技 規 則 に つ い て  

本 大 会 は ， 2025 年 公 益 財 団 法 人 日 本 陸 上 競 技 連 盟 競 技 規 則 ， 並 び に 本 大 会 申 し 合 わ

せ 事 項 に よ っ て 実 施 す る 。  

2．  招 集 及 び 入 退 場 に つ い て  

招 集 所 は 第 1 ゲ ー ト 内 （ 100ｍ ス タ ー ト 後 方 ） に 設 置 す る 。 但 し 、 棒 高 跳 競 技 の 招 集 は 跳  

躍 場 で 行 う 。  

(1)招 集 時 刻 は 競 技 開 始 時 刻 を 基 準 と し て 下 記 の 通 り と す る 。  

① ト ラ ッ ク 競 技 は 15 分 前 を 招 集 完 了 と す る 。  

② フ ィ ー ル ド 競 技 は 40 分 前 を 招 集 完 了 と す る 。  

③ リ レ ー の オ ー ダ ー 用 紙 は 招 集 所 で 配 布 す る 。 各 ラ ウ ン ド の 第 １ 組 目 の 招 集 完 了 時  

刻 １ 時 間 前 ま で に 招 集 所 に 提 出 す る 。  

(2)2 種 目 同 時 出 場 す る 場 合 は ， 1 種 目 終 了 時 刻 か ら 50 分 以 内 の 競 技 者 は 「 多 種 目 同 時 出  

  場 届 」 を 提 出 す る こ と が で き る 。 以 上 の 手 続 き に よ り ,１ 種 目 目 に 出 場 す る 種 目 の 招 集  

  時 に ,多 種 目 の 招 集 を 受 け た こ と に な り ,1 種 目 終 了 後 ， 直 接 2 種 目 以 降 の 競 技 地 点 に  

移 動 す る こ と が で き る 。  

ま た ,い ず れ か の 種 目 を 欠 場 す る 場 合 は 「 欠 場 届 」 を 招 集 所 に 提 出 す る こ と 。  

(3)招 集 手 順  

① 招 集 開 始 時 刻 か ら 完 了 時 刻 ま で の 間 に 招 集 所 で ， 競 技 役 員 に ア ス リ ー ト ビ ブ ス と シ  

ュ ー ズ （ ス パ イ ク ） ， 衣 類 及 び 競 技 場 内 へ の 持 ち 込 み 物 品 等 の 確 認 を 受 け る 。 代 理  

人 に よ る 最 終 点 呼 は 認 め な い 。 （ 800ｍ 以 上 の ト ラ ッ ク 種 目 は 、 腰 ナ ン バ ー 標 識 を  

受 け 取 る ） ト ラ ッ ク 競 技 で 使 用 す る シ ュ ー ズ の ソ ー ル の 厚 さ を 確 認 す る こ と が あ る 。  

競 技 終 了 後 ， 違 反 シ ュ ー ズ の 使 用 が 疑 わ れ る 場 合 ， 審 判 長 が 個 別 に 確 認 す る こ と  

が あ る 。  

② 最 終 点 呼 後 ， 各 自 で ト ラ ッ ク は ス タ ー ト 地 点 ， フ ィ ー ル ド は ピ ッ ト に 移 動 す る 。  

(4)招 集 の 注 意 事 項  

① 出 場 す べ き 競 技 種 目 を 欠 場 す る 場 合 は ， 招 集 開 始 時 刻 ま で に 招 集 所 の 競 技 者 係  

に 「 欠 場 届 」 を 提 出 す る 。 届 け ず に 欠 場 し た 者 は ， 本 協 会 が 主 催 す る 競 技 会 に 出 場  

を 認 め な い 処 置 を 講 ず る こ と が あ る 。  

② 招 集 完 了 時 刻 に 遅 れ た り ， 競 技 者 係 か ら の チ ェ ッ ク を 受 け な か っ た り し た 場 合 ， そ  

の 競 技 者 は 欠 場 し た も の と し て 処 理 さ れ る 。  

3．  ア ス リ ー ト ビ ブ ス に つ い て  

各 競 技 者 は ， プ ロ グ ラ ム に 記 載 さ れ た 番 号 と 同 じ ア ス リ ー ト ビ ブ ス （ 24 ㎝ ×16 ㎝ 以 内 ）  

を ， ユ ニ フ ォ ー ム の 胸 部 と 背 部 に つ け る 。 離 れ た と こ ろ か ら で も 見 え る よ う に 作 成 し て 着  

用 す る こ と 。 男 子 黒 文 字 ， 女 子 赤 文 字 と す る 。 跳 躍 競 技 に 出 場 す る 競 技 者 は 胸 部 ま た は  

背 部 ど ち ら か 片 方 で も よ い 。 （ TR5.7 .8）  

(1)4×400Ｒ （ 第 2･3･4 走 者 ） と 800ｍ 以 上 の 中 ・ 長 距 離 の 競 技 に 出 場 す る 競 技 者 は 、  

腰 ナ ン バ ー 標 識 を パ ン ツ の 右 側 後 方 に つ け る 。 腰 ナ ン バ ー 標 識 は 招 集 所 で 配 布 す る 。  

(2)1500ｍ 以 上 の 競 技 者 は ， 特 別 ア ス リ ー ト ビ ブ ス を 使 用 す る 。  

特 別 ナ ン バ ー は 招 集 所 に て 事 前 配 布 す る 。 配 布 時 刻 に つ い て は ， 準 備 が で き 次 第 通 告  

す る 。  

4．  競 技 運 営 に つ い て  

本 大 会 は 下 記 の 主 な 留 意 事 項 に 基 づ い て 運 営 す る 。  

(1)ト ラ ッ ク 競 技 の 着 順 及 び 計 時 は ， 原 則 と し て 写 真 判 定 装 置 で 行 う 。  

(2)競 技 運 営 上 ， 競 技 日 程 及 び ピ ッ ト を 変 更 す る こ と が あ る 。  

(3)ト ラ ッ ク 及 び フ ィ ー ル ド 内 に は そ の 競 技 を 行 う 競 技 者 並 び に 役 員 （ 審 判 お よ び 該 当 補 助  

員 ） 以 外 は 立 ち 入 る こ と は で き な い 。 フ ィ ー ル ド 競 技 は コ ー チ ン グ エ リ ア を 設 け る 。  

競 技 者 と コ ー チ が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を と る 場 合 の み と し ， エ リ ア 内 に 常 駐 し な い こ と 。  

(4)競 技 者 が レ コ ー ダ ー 、 ラ ジ オ 、 Ｃ Ｄ ， ト ラ ン シ ー バ ー や 携 帯 電 話 も し く は 類 似 の 電 子 機 器  

を 競 技 場 内 に 持 ち 込 ん だ り 使 用 し た り す る こ と は で き な い 。 (TR6.3 .2)  

  (5 )セ パ レ ー ト レ ー ン で 行 う ト ラ ッ ク 競 技 で は ， 競 技 者 は 安 全 確 保 の た め フ ィ ニ ッ シ ュ ラ イ ン  

通 過 後 も 自 分 の 割 り 当 て ら れ た レ ー ン （ 曲 走 路 ） を 走 り ， 他 の 競 技 者 の 妨 害 を し な い 。  



(6)各 レ ー ス で の 不 正 ス タ ー ト は ， 一 度 の 不 正 ス タ ー ト で も 責 任 を 有 す る 競 技 者 は 失 格 と す  

る 。 ス タ ー ト の 合 図 に つ い て は 英 語 で 行 う 。 （ TR16.7 ,TR16.8 ,TR39.8 .3）  

(7)リ レ ー 競 技 に お け る チ ー ム の 編 成 は ， 次 の と お り で あ る 。 （ TR24 .10 ,TR24.11）  

(8)タ イ ム に よ り 次 の ラ ウ ン ド の 出 場 者 を 決 め る 場 合 ， 写 真 判 定 主 任 が 同 記 録 者 の 写 真 を  

拡 大 し て 0.001 秒 単 位 の 時 間 を 判 定 し て 進 出 者 を 決 定 す る 。 そ れ で も 決 ま ら な い と き  

は 、 当 該 競 技 者 の 抽 選 と す る 。 （ TR21.5）  

※ 記 録 差 が な い 場 合 は レ ー ン に 余 裕 が あ れ ば 同 記 録 者 が 次 の ラ ウ ン ド へ 進 出 で き る よ  

う に 検 討 す る 。  

(9)フ ィ ー ル ド 競 技 に お け る 競 技 場 内 で の 練 習 は 審 判 員 の 指 示 に よ り 行 う 。  

(10)跳 躍 及 び や り 投 の 競 技 者 は ， 助 走 路 の 外 側 （ 走 高 跳 は 助 走 路 内 ） に マ ー カ ー を 2 個 ま で  

使 用 す る こ と が で き る 。 ま た ， サ ー ク ル で 行 う 投 て き 競 技 は ， マ ー カ ー を 1 つ だ け サ ー ク  

ル 外 側 に 使 用 す る こ と が で き る 。  
(11 )フ ィ ー ル ド 競 技 は ， す べ て の 競 技 者 に 3 回 の 試 技 が 与 え ら れ る 。 試 技 3 回 終 了 時 点 の 記 録  

上 位 8 名 に ， さ ら に 3 回 の 試 技 が 与 え ら れ る 。 天 候 そ の 他 に よ り 変 更 も あ り う る 。    

(12)棒 高 跳 の 競 技 者 は ， 「 ア ッ プ ラ イ ト 申 告 書 」 を 招 集 所 で 受 取 り ， 希 望 す る 支 柱 の 位 置 を  

記 入 し ， 招 集 開 始 時 に 提 出 す る 。 そ の 後 ， 位 置 を 変 更 し た い 場 合 は 競 技 役 員 に 申 し 出  

る 。  

5．  走 高 跳 、 棒 高 跳 決 勝 に お け る バ ー の 上 げ 方 に つ い て  

走 高 跳 ・ 棒 高 跳 の バ ー の 上 げ 方 は ， 最 後 の 一 人 に な り 優 勝 が 決 定 す る ま で は 次 の と お り と  

す る 。  

     ※ 棒 高 跳 の 公 式 練 習 は ゴ ム バ ー を 使 用 す る 。  

(1)  天 候 そ の 他 の 関 係 で 変 更 す る こ と が あ る 。 練 習 の 高 さ は ， 選 手 の 状 況 な ど に よ り 変 更  

す る こ と が あ る 。  

(2)第 1 位 を 決 め る た め の バ ー の 上 げ 下 げ は ， 走 高 跳 で 2 ㎝ 、 棒 高 跳 で 5 ㎝ 刻 み と す る 。  

(3)競 技 場 設 置 の 滑 り 止 め （ 炭 酸 マ グ ネ シ ウ ム ） は ， 感 染 防 止 の た め 共 用 せ ず ， 必 要 な 競  

  技 者 は 各 自 で 準 備 す る こ と 。  

 

6． ス パ イ ク （ シ ュ ー ズ ） の 制 限 に つ い て  

(1)WA 承 認 リ ス ト に あ る シ ュ ー ズ を 使 用 し て い る こ と を 前 提 に ， 招 集 所 で の ソ ー ル の 厚 さ チ  

ェ ッ ク は 不 要 と す る 。 た だ し ， 審 判 や 審 判 長 の 権 限 に よ り 求 め ら れ た 場 合 は チ ェ ッ ク す  

る 。 TR513.3（ 国 内 TR5.2） 承 認 リ ス ト に な い 場 合 は 事 前 申 請 が 必 要 と な る 。  

(2)本 競 技 場 に お け る ス パ イ ク ピ ン の 数 は 11 本 以 内 と す る 。 ま た ， ス パ イ ク ピ ン の 長 さ は  

9mm 以 内 と す る 。 た だ し ， 走 高 跳 に つ い て は ， 12mm 以 内 と し 先 端 の 直 径 は 4mm 以 内 で  

な け れ ば な ら な い 。 (TR5.3 ,TR5.4 ,TR5.5 ,TR5.6) 

(3)フ ィ ー ル ド 競 技 用 シ ュ ー ズ の （ TR5.5） 適 応 除 外 措 置 に つ い て ， 市 販 さ れ て い る フ ィ ー ル  

ド 競 技 用 の シ ュ ー ズ に つ い て は 適 応 除 外 と な る 。 た だ し 、 砲 丸 投 に 関 し て は ス ロ ー イ ン  

グ シ ュ ー ズ 以 外 の シ ュ ー ズ の 使 用 を 認 め る 。  

 

７ ． 競 技 用 器 具 に つ い て  

棒 高 跳 用 ポ ー ル 以 外 ， 競 技 で 使 用 す る 用 具 は ， 主 催 者 が 用 意 し た も の を 使 用 し な け れ  

ば な ら な い 。  但 し ， 投 て き 用 器 具 に つ い て は 検 定 を 合 格 し た も の に 限 り 使 用 す る こ と が  

で き る 。 検 定 は ， 競 技 開 始 １ 時 間 前 ま で に ス タ ー ト 側 器 具 庫 に て ， 公 式 計 測 員 の 検 査 を  

受 け る こ と 。  

種 目  種 別  練 習  1 2 3  4  5 以 降  

走 高 跳  
男 子  1m70 1ｍ 75 1ｍ 80 1ｍ 83 1ｍ 86 1ｍ 89 3 ㎝  

女 子  1ｍ 40 1ｍ 45 1ｍ 50 1ｍ 53 1ｍ 56 1ｍ 59 3 ㎝  

棒 高 跳  男 子  3ｍ 40/4ｍ 20 3ｍ 50 3ｍ 60 3ｍ 70 3ｍ 80 3ｍ 90 10 ㎝  

高 ・ 大 ・ 一  女 子  2ｍ 10/2ｍ 50 2ｍ 20 2ｍ 30 2ｍ 40 2ｍ 50 2ｍ 60 10 ㎝  

棒 高 跳  男 子  2ｍ 40/3ｍ 30 2ｍ 50 2ｍ 60 2ｍ 70 2ｍ 80 2ｍ 90 10 ㎝  

中 学  女 子  2ｍ 00/2ｍ 40 2ｍ 10 2ｍ 20 2ｍ 30 2ｍ 40 2ｍ 50 10 ㎝  



受 け 付 け た 「 投 て き 用 具 」 に つ い て は ， 「 預 か り 証 」 を 発 行 す る 。 検 査 に 合 格 し た 投 て き 用  

具 に つ い て は ， 一 括 借 り 上 げ し ， 参 加 競 技 者 間 で 共 有 で き る も の と し ， 競 技 終 了 後 に 「 預  

り 証 」 を 確 認 の 上 返 却 す る 。 競 技 個 人 の 用 具 は ， 練 習 用 と い え ど も 競 技 区 域 内 に 持 込 を  

禁 止 す る 。  

 

８ ． 抗 議  に つ い て   

(1)競 技 の 結 果 ま た は 行 為 に 関 す る 抗 議 は ， そ の 種 目 の 結 果 の 正 式 通 告 後 30 分 以 内 に 、  

競 技 者 自 身 も し く は 代 理 人 が 審 判 長 に 対 し て 口 頭 で 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

(2)次 の ラ ウ ン ド が 行 わ れ る 種 目 で は ， そ の 結 果 が 正 式 に 通 告 さ れ て か ら 15 分 以 内 に 申 し  

出 な け れ ば な ら な い 。  

(3)口 頭 で の 抗 議 に 対 す る 裁 定 に 不 服 の 場 合 は ， そ の 競 技 者 に 代 わ る 責 任 者 （ 顧 問 ま た は  

監 督 ） が ， 文 書 と 預 託 金 10,000 円 を 添 え て 本 大 会 総 務 へ 正 式 な 抗 議 の 手 続 き を と る 。  

尚 ， こ の 預 託 金 は 上 訴 が 受 け 入 れ ら れ な か っ た 場 合 は 没 収 さ れ る 。  

 

９ ． 表 彰 に つ い て   

(1)各 種 目 の 3 位 ま で の 入 賞 者 に 賞 状 を 授 与 す る 。 表 彰 は ， 正 面 ス タ ン ド 前 で 行 う 。  

(２)表 彰 に 参 加 す る 場 合 は ， 所 属 ウ エ ア や Ｔ シ ャ ツ を 着 用 す る こ と 。  

 

10． 一 般 注 意 事 項 に つ い て   

(1)応急処置，その他健康上の問題が生じた場合は，本部に連絡する。ただし，競技場での疾病・傷 

病等の応急処置は主催者が行うが，以後の責任は負わない。 

(2)サ ブ ト ラ ッ ク お よ び ス タ ジ ア ム ス タ ン ド で の テ ン ト の 設 営 は 禁 止 と す る 。  

(3)競 技 場 内 に ， 横 断 幕 お よ び ノ ボ リ 旗 等 を 取 り 付 け る 場 合 は ， ス タ ン ド 周 囲 最 前 部 以 外 に  

取 り 付 け る こ と 。  

(4)ゴ ミ は 各 チ ー ム で ゴ ミ 袋 等 を 利 用 し て 管 理 し ， 毎 日 終 了 時 に 持 ち 帰 る こ と 。  

(5)記 録 は そ の 都 度 大 型 映 像 及 び ア ナ ウ ン ス で 発 表 す る が ， 招 集 所 付 近 に 設 置 す る 記 録  

掲 示 板 と 大 会 速 報 携 帯 QR コ ー ド で 行 う 。  

(6)記 録 証 明 書 の 発 行 を 希 望 す る 場 合 は ， 500 円 を 添 え て 本 部 に 申 し 込 む こ と 。  

 

11． そ の 他  

(1)大 会 の 記 録 や 映 像 ， そ れ ら に 基 づ く パ フ ォ ー マ ン ス 分 析 結 果 な ど に つ い て ， 主 催 者 及 び  

関 係 者 が 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ に 記 載 す る こ と が あ る 。  

(2)ホ ー ム ペ ー ジ に て 掲 載 し た ス タ ー ト リ ス ト に 選 手 の ア ス リ ー ト ビ ブ ス の 番 号 間 違 い や ， 氏   

 名 間 違 い な ど が あ っ た 場 合 は 、 事 前 に 事 務 局 ま で 報 告 す る 。 又 は 、 当 日 、 招 集 前 に 「 記

載 事 項 訂 正 願 」 を 本 部 に 提 出 す る こ と 。  

(3)商 標 な ど の 規 定 に つ い て は ， 「 競 技 会 に お け る 広 告 及 び 展 示 物 に 関 す る 規 定 」 を 遵 守  

す る こ と 。 こ れ に 違 反 し た 場 合 は ， 主 催 者 で 処 理 す る 。 競 技 場 内 で 着 用 で き る 衣 類 等 ，  

持 ち 込 め る バ ッ ク 等 に つ い て ， 製 造 会 社 名 /ロ ゴ 、 ス ポ ン サ ー 名 /ロ ゴ の 大 き さ 、 数 に つ  

い て 定 め ら れ て お り ， 選 手 、 役 員 も 同 様 と な る の で 事 前 に 確 認 す る こ と 。  

違 反 と 認 め ら れ る も の に つ い て は ， テ ー プ 等 で マ ー キ ン グ を 事 前 に 行 い 招 集 場 に 集 合 す  

る こ と 。  

(4)競 技 終 了 後 は ， バ ッ ク ス タ ン ド を 通 り 戻 る こ と 。 尚 、 1 位 か ら 3 位 の 競 技 者 は 正 面 ス タ ン  

  ド 下 表 彰 控 え 場 所 に 直 ち に 集 合 す る こ と 。  

提 出 書 類 は 次 の 通 り と す る 。  

      

 

 

 

 

 

 

    提 出 書 類 は 招 集 所 に 準 備 し て い る 。  

   

12． 練 習 に つ い て  

提 出 書 類  提 出 場 所  提 出 時 刻  

欠 場 届  招 集 所  招 集 開 始 時 刻 ま で  

リ レ ー オ ー ダ ー 用 紙  招 集 所  招 集 開 始 時 刻 1 時 間 前 ま で  

ア ッ プ ラ イ ト 申 告 書  招 集 所  招 集 完 了 時 刻 ま で  

多 種 目 同 時 出 場 届  招 集 所  先 に 出 場 す る 種 目 の 招 集 開 始 時 刻  

記 録 証 明 書 交 付 願     庶 務 係  各 競 技 終 了 後 随 時 （ 500 円 ）  



練 習 は 係 員 の 指 示 に よ り 下 記 に よ っ て 実 施 す る 。  

(1)補 助 競 技 場 お よ び 雨 天 練 習 場 で の 練 習 は ， ト ラ ッ ク 競 技 種 目 と 跳 躍 競 技 種 目 の み と  

す る 。  

(2)投 て き 競 技 種 目 の 練 習 に つ い て  

本 競 技 場 ， 投 て き 場 で の 練 習 は 一 切 禁 止 。 競 技 時 ， 競 技 役 員 の 指 示 に よ り 行 う 。  

    ※ 芝 保 護 の 為 ， 6 月 中 ,本 競 技 場 使 用 禁 止 。 競 技 会 を 投 て き 場 で 行 う 為 ， ご 理 解 ， ご  

    協 力 宜 し く お 願 い 致 し ま す 。  

 

(3)競 技 運 営 室 8（ 雨 天 走 路 ） で の 練 習 は 原 則 と し て 禁 止 す る 。  

但 し ， 走 幅 跳 お よ び 三 段 跳 の 競 技 中 に お け る 調 整 練 習 は 認 め る 。  

(4)補 助 競 技 場 に お け る 「 レ ー ン 」 の 使 用 区 分 お よ び 注 意 事 項 に つ い て  

➀ 周 回 1～ 2 レ ー ン は 中 ・ 長 距 離 ・ 競 歩 関 係  

② ホ ー ム ス ト レ ー ト 3～ 6 レ ー ン は 短 距 離 関 係  

③ 周 回 3～ 6 レ ー ン は リ レ ー を 含 め た 短 距 離  

④ 第 １ 曲 走 路 か ら バ ッ ク ス ト レ ー ト 7～ 8 レ ー ン は 300ｍ H・ 400ｍ Ｈ  

⑤ ホ ー ム ス ト レ ー ト 7 は 100ｍ H 関 係  

⑥ ホ ー ム ス ト レ ー ト 8 は 110ｍ H 関 係  

          ※ フ ィ ー ル ド 内 で の ラ ダ ー 、 ミ ニ ハ ー ド ル の 使 用 は 禁 止 す る  

(5)ス タ ー テ ィ ン グ ブ ロ ッ ク や ハ ー ド ル な ど の 練 習 に 必 要 な 用 具 は 各 自 が 設 置 し ， 責 任 を  

持 っ て 片 づ け る こ と 。 ハ ー ド ル の 設 置 は 、 各 種 目 の 実 施 日 と す る 。  

    (6)跳 躍 種 目 の 棒 高 跳 び に つ い て は ， 室 内 雨 天 走 路 で の 練 習 は 可 能 と す る 。  

      ※ 雨 天 時 に つ い て 室 内 雨 天 走 路 の 使 用 は 別 途 指 示 す る 。  

   (7)補 助 競 技 場 に お い て ， 次 の 点 に 留 意 す る こ と 。  

➀ レ ー ン の 逆 走 は 禁 止 と す る 。  

       ② レ ー ン 内 の 歩 行 は で き る だ け 避 け る こ と 。  

       ③ レ ー ン 内 で 立 ち 止 ま ら な い こ と 。  

       ④ レ ー ン を 横 断 す る 際 は ， 左 右 を 確 認 し 駆 け 足 で 通 り 抜 け る こ と を 原 則 と す る 。  

  

13.連 絡 事 項  

   本 競 技 場 及 び 補 助 競 技 場 の 開 門 は 7： 00 と し ， 本 競 技 場 で の ア ッ プ は 禁 止 と す る 。  

 

14.提 出 物  

NO 提 出 す る も の  提 出 場 所  提 出 時 刻  

1 欠 場 届  招 集 所  招 集 開 始 時 刻 ま で  

2  多 種 目 同 時 出 場 届  招 集 所  第 1 種 目 の 招 集 開 始 時 刻 ま で  

3  リ レ ー オ ー ダ ー 用 紙  招 集 所  第 1 組 目 の 招 集 完 了 時 刻 1 時 間 前 ま で  

4  ア ッ プ ラ イ ト 申 告 書  招 集 所  招 集 開 始 時 刻 ま で  

5  投 て き 用 具 検 査 申 請 書  技 術 総 務 員  招 集 完 了 1 時 間 前 ま で  

6  上 訴 申 立 書 （ 預 託 金 1 万 円 ）  担 当 総 務 員  競 技 規 則 TR8 .７ に よ る  

7  記 録 証 明 書 交 付 願  庶 務 係  各 競 技 終 了 後 随 時 （ 500 円 を 添 え る ）  

 


